
北名古屋市監査公表第１９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定による定例監査の

結果に基づき講じた措置について、北名古屋市長から通知があったので、同条第１４

項の規定により、その内容を別紙のとおり公表する。 

 

  令和６年１１月２９日 

 

 

                  北名古屋市監査委員 吉 野 修 進 

 

 

北名古屋市監査委員 井 上 一 男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ６ 北 秘 第 ６ ０ 号 

                          令和６年１１月２０日 

 

 北名古屋市監査委員 吉 野 修 進 様 

 北名古屋市監査委員 井 上 一 男 様 

 

                     北名古屋市長 太 田 考 則  

                           （公 印 省 略） 

 

   定例監査の結果に係る措置状況について（通知） 

 

 令和６年１１月８日付け６北監第５４号で定例監査結果の報告を受けたことにつ

いて、措置を講じたので地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、別紙のとお

り通知します。 

 

 



＜秘書広報課＞ 

１ 【指摘事項】 

 ⑴ 契約事務について 

   北名古屋市広報紙等配布業務について、業務の履行内容や支払に影響はなかっ

たが、契約に係る各種書面中の記載が一部統一されていないものがあった。 

 ⑵ 庶務事務について 

  ア 補助金の申請書類について、受付印のないものがあった。 

  イ 公用車を利用した出張において、旅行命令簿（出張伺）が作成されていない

ものがあった。 

 

２ 【措置状況】 

 ⑴ 指摘事項について、令和７年度から契約仕様書等の記載内容を統一し、適正な

事務処理を行います。 

 ⑵のア 指摘事項については、今後、補助金の申請から完了に至るまでの事務処理

を適正に行います。 

 ⑵のイ 指摘事項については、今後、旅行命令簿（出張伺）を作成し、事務処理を

適正に行います。 

 

３ 【監査委員意見】 

 契約事務にあたっては、業務の確実な履行を担保するため、契約件名、履行内

容、履行期間等が適切に設定されるよう精査するとともに、整然とした文書作成

に留意されたい。 

 

４ 【措置状況】 

   契約事務については、これまでの慣例に囚われることなく、契約件名や履行内

容、履行期間等が適切に設定されているかのチェックがされるよう、課内におけ

る確認体制の構築を図ります。また、財政課作成の「契約事務について」の手引

きを改めて共有させることで、適切な契約事務の処理や文書作成に努めます。 

  



                          ６ 北 人 第 ６ ２ 号 

                          令和６年１１月１９日 

 

 北名古屋市監査委員 吉 野 修 進 様 

 北名古屋市監査委員 井 上 一 男 様 

 

                     北名古屋市長 太 田 考 則  

                           （公 印 省 略） 

 

   定例監査の結果に係る措置状況について（通知） 

 

 令和６年１１月８日付け６北監第５４号で定例監査結果の報告を受けたことにつ

いて、措置を講じたので地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、別紙のとお

り通知します。 

 

 



＜人事課＞ 

１ 【指摘事項】 

 ⑴ 契約事務について 

   産業医委託業務について、完了届の受領及び検査調書の作成がされていなかっ 

た。 

２ 【措置状況】 

   指摘事項については、令和６年度の委託業務完了時から適正な事務処理を行い

ます。 

  

３ 【監査委員意見】 

 ⑴  職員給与から天引きする各種費用に係る事務及び各種手当等に係る事務の実 

  務の実施にあたっては、事務手続きに遺漏の生じることがないよう、確実な実施 

手順の策定や確認体制の構築に努められたい。また、関係職員への周知及び注意 

喚起を引き続き徹底されたい。 

 ⑵ 業務委託契約の締結にあたっては、委託料の積算の根拠を明確にし、仕様書等 

   の契約書面中に適切に記載されたい。 

 

４ 【措置状況】 

 ⑴ 従来の手順のみに囚われることなく、確実なチェックがされるよう実施手順の

策定や確認体制の構築に努めます。また、給与支給のメール本文に支給内容の確

認をするよう文言を記載していますが、住所変更等の届出があった際に個別で声

がけをするなどして徹底を図ります。 

  ⑵ 委託料の積算の根拠を明確にし、仕様書等の契約書面中に記載したうえで適切

な業務委託契約をします。 

  

 


